
 

 

 

１ 申込受付方法 

 新年度（令和８年４月１日から入室）受付  

【受付期間】 令和７年１１月４日（火） ～ 令和７年１１月１４日（金）（土日祝日除く） 

 ８時３０分 ～ １７時１５分 

【受付場所】 加須市役所本庁舎５階 ・ 大利根総合支所 福祉健康担当 窓口 

【日曜受付】 令和７年１１月９日（日）  午前９時～１２時、１３時～１７時 

          加須市役所本庁舎５階こども保育課のみ 

※受付期間後に申請された方は、受付期間内に申請した方の審査終了後の選考となります。 

※選考結果通知は、令和８年２月末を予定しています。 
 

 年度途中入所受付  
毎月１０日までの申請について月末に結果通知（翌月からの利用）します。 

 

 長期休業日のみ利用を希望する方の受付  
 通年利用者の申請状況を確認後、定員等に余裕がある施設のみ受付します。 

 

２ 入室の対象となる児童 
市内に就学している児童で、保護者及び１８歳以上７０歳未満の同居（同一敷地内別宅も含む）親

族等が下記の理由により、家庭で保育できない児童 

 

① 家庭外労働のため 

日曜日を除く週３日以上、かつ午後２時～午後７時の間に２時間以上勤務していること 

ただし、対象児童が１・２年生の場合は午後２時～午後７時の間に１時間以上でも選考の対象となります 

② 家庭内労働のため 

常時、日常の家事以外の仕事をしていること（危険を伴う、対人業務である等、保育が出来ない状態にある

ことの説明が必要です） 

③ 疾病、ケガ、心身に障がいを有しており治療中であること 

④ 母親が妊娠中または出産後間もないこと（出産予定月と前後２ヶ月ずつの計５ヶ月間） 

⑤ 看護・介護のため：長期にわたり常時介護の必要な家族の介護をしていること 

⑥ 学生であるため（高校、大学、専門学校などに在籍していること） 

⑦ その他（常時保育が出来ない理由の説明が必要です） 

 

※ 児童の帰宅時間帯に保護者が家庭にいると思われる場合は入室できません。 

※ 申請後、上記の理由に変更が生じた場合は、必ずご連絡ください。 

 

 高学年の児童について  

保育の必要性の高い低学年を優先するため、高学年児童の入室が少数となる場合がありますので、申請に際し、

お子様とよく話し合うなどご検討をお願いいたします。 

 

令 和 ８ 年 度 申 請 用 



３ 申請に必要な書類 

 必要な書類 備  考 

１ 公立放課後児童健全育成事業利用申請書 ・ 児童一人につき、一部提出してください。 

２ 児童の健康管理・調査票 
・ 特別な配慮が必要な児童については、指導員の加配が必要となる

場合がありますので、お申し出ください。 ※１ 

３ 
公立放課後児童健全育成室利用に関する

確認票 
・ 児童一人につき、一部提出してください。 

４ 保育に欠ける理由の証明等 

・ 父母双方の分を提出してください。 

・ １８歳以上７０歳未満の親族が同居の場合は、親族の分も提出してく

ださい。 

・ 別居や単身赴任の方、離婚しても同居している方の分も必要になり

ますのでご注意ください。 

・ 証明書等は原本を提出してください。 ただし、兄弟姉妹同時申込

分の場合や保育所へ原本提出の場合コピー可です。 

 （１） 勤務・内勤のため 
勤務（内職）証明書 

※２ 

・ 内定の方も提出してください。 

・ 保育所へ就労証明書を提出する場合は、 

コピー可とします。（学童の勤務証明書を保育

所へ提出することはできません。） 

 （２） 自営のため 
自営（商店）届出書 

※３ 

・ 会社組織の場合は、「勤務証明書」を 

提出してください。 

 （３） 農業のため 
農業届出書 

※４ 
 

 （４） 疾病、ケガ、障がいのため 
医師の診断書  

身体障害者手帳の写し 

・ 長期にわたる病気や障がい等により保

育が困難な場合は、診断書等を提出し

てください。 

 （５） 出産のため 母子手帳の写し  
・ 利用期間は出産予定月を挟んで 

前後2 か月の合計5 月までとなります。 

 （６） 看護・介護のため 
看護届出書 

※５ 

 

 

 （７） 就学・技能訓練のため 
在学証明書や学生証の写し 

カリキュラム表の写し 
・ カリキュラム表は週の受講時間帯の記

載があるものを添付してください。 

 （８） その他 保育に欠ける理由の分かる証明書等 

５ 加須市口座振替依頼書 

・ 利用承認後、加須市口座振替依頼書を郵送します。 

・ 保育所保育料の納入に口座振替をご利用の方も、改めて提出し

てください。 

・ 兄姉の学童保育料納入のために、既に口座振替依頼書を提出し

ている場合は、弟妹は同じ口座で振替します。 

 

※1 指導員の配置状況や児童の特性によっては入室できない場合があります。 

※２ シフト制勤務の方は、直近1 か月分のシフト表（出勤・退勤時間が分かるもの）も一緒に提出してください。 

※３ 中心者は、営業許可証または営業証明書、開業届、請負契約書、発注書等のいずれかの写しを、協力者は、

最新分の確定申告書または給与明細書の写しも一緒に提出してください。 

※４ 中心者は、耕作証明書の写し等（発行先：本庁舎農業委員会または各総合支所農政建設課）を、協力者は、最

新分の確定申告書または給与明細書等の写しも一緒に提出してください。 

※５ 診断書、ケアプラン、障害者手帳等、看護・介護の事実が確認できる書類も一緒に提出してください。 

 



４ 選考方法 

低学年を優先して選考します。その他、保護者の就労状況や世帯状況などに基づき点数化し、点数の高い方から

選考します。 

また、次の事由に該当する場合は、点数が加点されます。 

１ 保護者の就労時間 ５ 生活保護世帯 

２ ひとり親家庭等 
６ 前年から継続して、通年利用で６カ月以上利用

している 

３ 対象学年が１～３年生 ７ 兄弟姉妹が同時に利用している 

４ 虐待や DV の恐れがある ８ その他これらに類すると認められる 

 

【利用の承認・不承認について】 

・ 上記基準に沿った審査を経て、利用を決定します。承認されない場合は待機となります。 

・ 小学校の担任の先生や入学前の保育所・幼稚園等の関係者から、児童の生活状況について確認をとらせて 

いただく場合があります。 

・ 同一世帯に学童保育料や保育所保育料の未納があった場合は、利用を承認することができません。 

・ 特別な配慮が必要な児童については、指導員の加配が必要となる場合がありますので、お申し出ください。 

また、指導員の配置ができない場合は、入室できないこともあります。 

 

５ 学童保育料 

階層 階  層  区  分 学童保育料(月額) 

１ 

生 活 保 護 法 による被 保 護 世 帯 、中 国 残 留 邦 人 等 の円 滑 な帰 国 の促

進 及 び永 住 帰 国 後 の自 立 の支 援 に関 する法 律 による支 援 給 付 受 給

世 帯 及 び前 年 度 の市 民 税 非 課 税 世 帯  

０円 

２ １階層を除き、前年度の市民税均等割のみ課税世帯 ２，０００円 

３ 
市
民
税
所
得
割
額 

４０，０００円未満の課税世帯 ３，０００円 

４ ７０，０００円未満の課税世帯 ４，５００円 

５ １４０，０００円未満の課税世帯 ５，５００円 

６ ２４０，０００円未満の課税世帯 ７，０００円 

７ ２４０，０００円以上の課税世帯 ８，０００円 

 ◎４月から８月までの学童保育料は、前年度の市民税をもとに算定し、９月からは当該年度の市民税をもとに算定します。 

 ◎複数の児童が放課後児童健全育成事業を同時に利用している場合、第２子は学童保育料を２分の１に減額、第３子以降が

同時利用している場合は無料となります。 

 ◎市民税が未申告の方は、仮算定（月額８，０００円）により納付していたただき、申告資料提出後、精算します。 

◎登室予定で結果的に利用しなかった場合でも、児童の病気等やむを得ない場合を除き、学童保育料・おやつ代は負担していただきます。 

 （取り止めや休止の届け出が遅れた場合も含みます。） 

 
 
◎学童保育料を３か月以上滞納した場合は、退室していただきます。 



 

 

６ 公立放課後児童健全育成室一覧 （令和８年４月１日予定） 

施 設 名 所 在 地 電話番号 

受入 

予定 

人数 

対象 

学年 

開室時間 

平 日 

学校休業日 

（土曜日 

を含む） 

加須小学校健全育成室 加須小学校１階 ６１－３３８０ １００ 

１年生 

～  
６年生 

放課後 

～  
１９：００ 

８：００ 

～  
１９：００ 

 

※延長保育

利用承認を

受 け た 方

は、7：30 か

ら 利 用 す る

ことができま

す。 

花崎北小学校健全育成室 花崎北小学校１階 ６６－２８３５ ９０ 

加須南小学校健全育成室 加須南小学校１階 ６２－５５３８ ６０ 

不動岡小学校健全育成室 不動岡旧幼稚園 ６２－６９９８ ８０ 

三俣小学校健全育成室 三俣幼稚園 ６１－０２８２ １０５ 

礼羽小学校健全育成室 礼羽小学校１階 ６１－２０１５ ５０ 

大桑小学校健全育成室 大桑小学校１階 ６６－０５１９ １５０ 

水深小学校第一健全育成室 水深小学校１階南校舎 ６６－１１２３ ７５ 

水深小学校第二健全育成室 子どもふれあいの家 ６６－００１６ ４５ 

水深小学校第三健全育成室 水深小学校体育館棟 ６６－０３１５ ７５ 

志多見小学校健全育成室 志多見小学校体育館 ６１－５１９９ ３５ 

樋遣川小学校健全育成室 樋遣川小学校特別棟 ６８－６３８５ ３０ 

大越小学校健全育成室 大越小学校１階 ６８－３１５１ ３０ 

大利根東健全育成たなばた室 大利根東小学校１階 ７２－７６２１ ６５ 

原道健全育成のぎく室 原道小学校１階 ７２－６８４４ ３０ 

元和健全育成かえで室 元和小学校１階 ７２－７６２３ １４０ 

豊野健全育成もみじ室 豊野小学校１階 ７２－７６２２ ３０ 

※ 土曜日やお盆は、近隣学童保育室との合同保育を実施しています。 

※ 指導員の配置状況、児童の特性によっては、受入人数が定員を下回る場合もありますのでご了承ください。 

※ 定員は、新型コロナウイルスなどの感染症対策のため、変更となる場合がございます。また、臨時使用して

いる公共施設を含めた定員数であるため、施設の状況によって変更となる場合がございます。 

※ 水深小学校の児童は、第一・第二・第三の選択はできませんのでご了承ください。 

 

 

 

お問い合わせ 

加須市こども局こども保育課 

電話番号 ０４８０－６２－１１１１ 

 


